
 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

発令    ：平成17年11月7日号外法律第123号 

最終改正：令和2年3月31日号外法律第7号 

改正内容：令和2年3月31日号外法律第7号[令和2年4月1日] 

 

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、

行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓

練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、

「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス（障害者支援施設、独立行政法人国立重

度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十一条第一号の規定

により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみ

の園」という。）その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス

（施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。）を除く。）

を行う事業をいう。 

 


